
  

一 

 
 

 

地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

現 
 

 

行 

 
 

 

第
二
編 
普
通
地
方
公
共
団
体 

  
 

 
 

第
九
章 

財
務 

  
 

 
 

 

第
十
一
節 

雑
則 

  

（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任

の
一
部
免
責
） 

第
二
百
四
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
職
員
の
賠
償
責
任
） 

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二 

（
略
） 

２
～

 

（
略
） 

 

（
職
員
等
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
等
の
放
棄

の
禁
止
） 

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
三 

普
通
地
方
公
共
団

体
が
有
す
る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員

の
違
法
な
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
関
す
る
当
該
職
員
又

は
当
該
行
為
若
し
く
は
怠
る
事
実
に
係
る
相
手

方
に
対
す
る
損
害
賠
償
又
は
不
当
利
得
返
還
の

請
求
権
は
、
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令

 
 

 

第
二
編 

普
通
地
方
公
共
団
体 

  
 

 
 

第
九
章 

財
務 

  
 

 
 

 

第
十
一
節 

雑
則 

  

（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任

の
一
部
免
責
） 

第
二
百
四
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
（
職
員
の
賠
償
責
任
） 

第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二 

（
略
） 

２
～

 
（
略
） 

  

（
新
設
） 

      

 
 

 

第
二
編 

普
通
地
方
公
共
団
体 

  
 

 
 

第
九
章 

財
務 

  
 

 
 

 

第
十
一
節 

雑
則 

   

（
新
設
） 

  

（
職
員
の
賠
償
責
任
） 

第
二
百
四
十
三
条
の
二 

（
略
） 

２
～

 

（
略
） 

         



  

二 

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
行
為
若

し
く
は
怠
る
事
実
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い

事
故
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
放
棄

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

      

    

 
 

 



  

三 

○
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
た
同
法
（
第
五
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

現 
 

 

行 

 
 

 

第
三
章 
合
併
特
例
区 

  

（
地
方
自
治
法
の
財
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
四
十
七
条 

地
方
自
治
法
第
二
百
八
条
か
ら
第

二
百
十
条
ま
で
、
第
二
百
十
二
条
か
ら
第
二
百
十

四
条
ま
で
、
第
二
百
十
五
条
（
第
五
号
を
除
く
。
）
、

第
二
百
十
六
条
、
第
二
百
二
十
条
、
第
二
百
二
十

一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
二
十
五
条
か

ら
第
二
百
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
八
条
第

一
項
前
段
、
第
二
百
三
十
一
条
、
第
二
百
三
十
一

条
の
二
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
百
三
十

二
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
二
条
の
二
、
第
二
百

三
十
二
条
の
三
、
第
二
百
三
十
二
条
の
五
、
第
二

百
三
十
二
条
の
六
、
第
二
百
三
十
三
条
の
二
本

文
、
第
二
百
三
十
四
条
か
ら
第
二
百
三
十
四
条
の

三
ま
で
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
か
ら
第
二
百
三
十

八
条
ま
で
、
第
二
百
三
十
八
条
の
三
か
ら
第
二
百

三
十
八
条
の
六
ま
で
、
第
二
百
三
十
九
条
か
ら
第

二
百
四
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
の

三
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
二
百
四
十
三
条
、
第

二
百
四
十
三
条
の
二
、
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

 
 

 

第
三
章 

合
併
特
例
区 

  

（
地
方
自
治
法
の
財
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
四
十
七
条 

地
方
自
治
法
第
二
百
八
条
か
ら
第

二
百
十
条
ま
で
、
第
二
百
十
二
条
か
ら
第
二
百
十

四
条
ま
で
、
第
二
百
十
五
条
（
第
五
号
を
除
く
。
）
、

第
二
百
十
六
条
、
第
二
百
二
十
条
、
第
二
百
二
十

一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
二
十
五
条
か

ら
第
二
百
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
八
条
第

一
項
前
段
、
第
二
百
三
十
一
条
、
第
二
百
三
十
一

条
の
二
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
百
三
十

二
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
二
条
の
二
、
第
二
百

三
十
二
条
の
三
、
第
二
百
三
十
二
条
の
五
、
第
二

百
三
十
二
条
の
六
、
第
二
百
三
十
三
条
の
二
本

文
、
第
二
百
三
十
四
条
か
ら
第
二
百
三
十
四
条
の

三
ま
で
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
か
ら
第
二
百
三
十

八
条
ま
で
、
第
二
百
三
十
八
条
の
三
か
ら
第
二
百

三
十
八
条
の
六
ま
で
、
第
二
百
三
十
九
条
か
ら
第

二
百
四
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
の

三
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
二
百
四
十
三
条
、
第

二
百
四
十
三
条
の
二
、
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

 
 

 

第
三
章 

合
併
特
例
区 

  

（
地
方
自
治
法
の
財
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
四
十
七
条 

地
方
自
治
法
第
二
百
八
条
か
ら
第

二
百
十
条
ま
で
、
第
二
百
十
二
条
か
ら
第
二
百
十

四
条
ま
で
、
第
二
百
十
五
条
（
第
五
号
を
除
く
。
）
、

第
二
百
十
六
条
、
第
二
百
二
十
条
、
第
二
百
二
十

一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
二
十
五
条
か

ら
第
二
百
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
百
二
十
八
条
第

一
項
前
段
、
第
二
百
三
十
一
条
、
第
二
百
三
十
一

条
の
二
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
百
三
十

二
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
二
条
の
二
、
第
二
百

三
十
二
条
の
三
、
第
二
百
三
十
二
条
の
五
、
第
二

百
三
十
二
条
の
六
、
第
二
百
三
十
三
条
の
二
本

文
、
第
二
百
三
十
四
条
か
ら
第
二
百
三
十
四
条
の

三
ま
で
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
か
ら
第
二
百
三
十

八
条
ま
で
、
第
二
百
三
十
八
条
の
三
か
ら
第
二
百

三
十
八
条
の
六
ま
で
、
第
二
百
三
十
九
条
か
ら
第

二
百
四
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
の

三
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
二
百
四
十
三
条
、
第

二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、



  

四 

二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
項
か
ら
第
十

項
ま
で
及
び
第
十
四
項
、
第
二
百
四
十
三
条
の
二

の
三
、
第
二
百
四
十
三
条
の
三
並
び
に
第
二
百
四

十
三
条
の
五
の
規
定
は
、
合
併
特
例
区
の
財
務
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項

前
段
、
第
二
百
三
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十

一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
、
第
二
百
四

十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二

百
四
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の

は
、
「
合
併
特
例
区
規
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令

で
定
め
る
。 

 
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
項
か
ら
第
十

項
ま
で
及
び
第
十
四
項
、
第
二
百
四
十
三
条
の
三

並
び
に
第
二
百
四
十
三
条
の
五
の
規
定
は
、
合
併

特
例
区
の
財
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
法
第
二
百
九
条
第
二
項
、
第
二
百

二
十
八
条
第
一
項
前
段
、
第
二
百
三
十
七
条
第
二

項
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

八
項
、
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
条

例
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
特
例
区
規
則
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読

替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
第
十
四
項
、
第
二

百
四
十
三
条
の
三
並
び
に
第
二
百
四
十
三
条
の

五
の
規
定
は
、
合
併
特
例
区
の
財
務
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
百
九

条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
前
段
、
第

二
百
三
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
一
条
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
二
百
四
十
三

条
の
三
第
一
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
、
「
合

併
特
例
区
規
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ

か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

 

  
 



  

五 

○
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
九
十
三
回
国
会
閣
法
第
五
十
五
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
四
条
（
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
次
条

第
三
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
並
び
に
附
則
第
五
条
第
二
項
及

び
第
七
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二
・
三 

（
略
） 

 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

①
～
７ 

（
略
） 

８ 

新
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
三
（
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
四
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
違
法
な

新
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
又
は
怠
る
事
実

に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

９ 

（
略
） 

 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
四
条
（
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
次
条

第
三
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
附
則
第
五
条
第
二
項
及

び
第
七
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二
・
三 

（
略
） 

 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

①
～
７ 

（
略
） 

（
新
設
） 

     

８ 

（
略
） 

 
 

 


